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資料１ 

栃木県道路啓開計画策定協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、栃木県道路啓開計画策定協議会（以下「協議会」）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、大規模地震発生時における栃木県の発災初期の道路啓開計画を策定すると

ともに、初動対応を円滑かつ確実に実施できるよう、関係機関と認識の共有を図るとともに、

防災対策の習熟と関係機関の連携強化を図ることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次の事項について審議するものとする。 

１ 道路法第２２条の３に基づく道路啓開計画の策定に関すること。 

２ その他、道路啓開に関して必要な事項に関すること。 

 

（構成） 

第４条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。ただし、必要に応じて会長が指名するも

のの出席を求めることができるものとする。 

２ 協議会の会長は、栃木県県土整備部長とし、会務を総理し、協議会を代表する。また、副会

長は、関東地方整備局宇都宮国道事務所長及び栃木県県土整備部次長とし、会長を補佐すると

ともに、会長に事故があるときは代行する。 

 

（協議会の開催） 

第５条 協議会は、会長が招集する。また、その議長は会長が務めるものとし、会長不在の場合

は副会長が代理を務める。 

２ 各機関は、議題に応じて出席者を調整することができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 協議会の事務を遂行するにあたり、ワーキンググループを置くことができる。 

２ ワーキンググループは、別に要領を定める。 

 

（意見の聴取） 

第７条 協議会の運営において必要がある場合は、関係機関等の意見を聴取することができる。 

 

（事務局） 

第８条 事務局は、関東地方整備局宇都宮国道事務所管理第二課並びに、栃木県県土整備部道路

保全課に置くものとする。 

 

（その他） 

第９条 協議会は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するものであり、この規約に定める

もののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会に諮って定める。 

 

附則 

この規約は、令和６年３月４日から施行する。 

附則 

この規約は、令和８年７月〇日から施行する。 



別表（第４条関係）

■栃木県道路啓開計画策定協議会構成

役職 所属 職

会長 栃木県 県土整備部長

副会長 国土交通省関東地方整備局 宇都宮国道事務所長

副会長 栃木県 県土整備部次長

委員 国土交通省関東地方整備局  防災対策技術分析官  統括防災グループ　総括防災調整官

委員 国土交通省関東地方整備局 道路部　道路情報管理官

 委員  国土交通省関東地方整備局  道路部　道路計画第一課長

 委員  国土交通省関東地方整備局  道路部　道路管理課長

委員 栃木県 危機管理防災局　危機管理課長

委員 栃木県 危機管理防災局　消防防災課長

委員 栃木県 保健福祉部　次長兼保健福祉課長

委員 栃木県 県土整備部　交通政策課長

委員 栃木県 県土整備部　道路整備課長

委員 栃木県 県土整備部　道路保全課長

委員 栃木県 県土整備部　河川課長

委員 栃木県 県土整備部　都市整備課長

委員 栃木県警察本部 交通部　交通規制課長

委員 栃木県警察本部 警備部　警備第二課長

委員 陸上自衛隊 東部方面特科連隊第２大隊　第３係　主任

委員 東日本高速道路株式会社  関東支社　管理事業部　部付部長　宇都宮管理事務所長

 委員  東日本高速道路株式会社  関東支社　管理事業部　管理事業統括課　課長代理

委員 東京電力パワーグリッド株式会社 栃木総支社　広報・渉外担当部長

委員 東京電力パワーグリッド株式会社 栃木総支社　無電柱化推進グループ　グループマネージャー

委員 東京電力パワーグリッド株式会社 栃木総支社　広域業務グループ　グループマネージャー

委員  株式会社エヌ・ティ・ティエムイー　NTT東日本株式会社  関信越ブロック統括本部　栃木エリア統括部　災害対策室長　栃木支店 災害対策室 室長

委員 一般社団法人　栃木県建設業協会 常務理事

委員 栃木県 県土整備部　上下水道課長

委員 栃木県道路公社 常務理事

委員 特定非営利活動法人全日本レッカー協会 理事長

委員 一般社団法人　栃木県自動車整備振興会 副会長

委員 一般社団法人　建設コンサルタンツ協会 関東支部栃木地域委員会　

委員 一般社団法人　栃木県測量設計業協会 副会長

委員 一般社団法人　日本建設機械レンタル協会 栃木支部　事務局長

委員 株式会社ドコモCS 栃木支店　ネットワーク部長

委員 KDDI株式会社 エンジニアリング企画部　ネットワーク強靱化推進室長

委員 ソフトバンク株式会社 関東ネットワーク技術統括部　関東技術推進部長

委員 楽天モバイル株式会社 BCP管理本部　BCP運用部　BCPリエゾングループ　関東/信越リエゾンリーダー

委員 栃木県石油商業組合 専務理事

委員 栃木県都市ガス協会 会長

【事務局】

所属

宇都宮国道事務所　管理第二課

県土整備部　道路保全課

機関

国土交通省関東地方整備局

栃木県



１ 道路啓開計画改定の背景

資料２



道路啓開計画改定の背景 （１）道路法改正

1

• 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、能登半島全域で甚大な被害が生じた。主要幹線道
路、県道、市道等において大規模な土砂崩落等により多数の箇所で交通が寸断された。

• 道路啓開作業が人命救助、ライフラインの早期復旧、孤立集落への交通確保等に不可欠な作業であ
ることが改めて認識された。

• これらの教訓を踏まえ、令和7年に道路法（昭和27年法律第180 号）が改正され（令和7年4月16日公
布・施行）、道路管理者が道路法第28条の2第1項に規定する協議会において道路啓開計画を策定す
ることが法定化された。

出典：国土交通省「『道路法等の一部を改正する法律案』を閣議決定
～安全かつ円滑な道路交通の確保と道路分野の脱炭素化の推進に向けて～」
（令和7年2月7日）



道路啓開計画改定の背景 （２）新たな道路啓開の枠組み

2

• 能登半島地震の教訓やそれに伴う道路法改正を踏まえ、令和7年6月、国土交通省の基本政策部会
において、道路啓開の実効性向上を図るため、新たな道路啓開の枠組みについて審議が行われた。

• 広域ブロック単位や都道府県単位での道路啓開計画法定協議会の設立や道路啓開計画の策定・公
表に至るまでの時期の見通しが示された。

出典：国土交通省道路局
「新たな道路啓開計画の枠組み～」（令和7年6月20日）



道路啓開計画改定の背景 （3）道路啓開計画ガイドラインの改定

3

• 令和６年１月に発生した能登半島地震等を踏まえ、国土交通省道路局では道路啓開の実効性を向上
するため、改正した道路法第22条の３に基づく「道路啓開計画」の策定にあたり、留意すべき事項をと
りまとめた。

• 本ガイドラインを踏まえ、新たな制度や改善すべき事項等を盛り込んだ新たな計画について、本協議
会における協議を経て、策定するものとする。

出典：国土交通省道路局
「道路啓開計画ガイドライン 【地震・津波編】」（令和7年7月）



「道路啓開計画ガイドライン 【地震・津波編】」

4

• 国土交通省道路局では、「道路啓開計画」の策定に関する基本的な考え方・留意事項を整理したガイ
ドラインを策定した。

「道路啓開計画ガイドライン 【地震・津波編】」

• 道路法（昭和27年法律第180号）第22条の3に規定された事項について、道路啓開計画の策定にあたり以下の項
目についての基本的な考え方・留意事項がとりまとめられた。

１．対象となる災害の種類（１号関係）

２．道路啓開の目標（２号関係）

３．優先的に道路啓開を実施する路線・区間（３号関係）

４．道路啓開の方法（４号関係）

５．資機材の備蓄・調達（５号関係）

６．実践的な訓練（６号関係）

７．情報収集・伝達（７号関係）

８．その他（８号関係）



道路啓開計画の位置づけ

5

国土強靭化基本法

災害対策基本法

栃木県国土強靭化地域計画

（上位計画）

栃木県地域防災計画

栃木県地震
被害想定調査

栃木県道路啓開計画

（上位計画）

整合

準拠

栃木県災害時広域支援計画

栃木県業務継続計画

栃木県地震減災行動計画

栃木県緊急輸送道路ネットワーク計画

準拠

（関連計画）

県土整備部災害対策要領

整合

• 改定する道路啓開計画は、「栃木県地域防災計画」に基づき改定するものとし、既存の関連計画等と
整合を図った計画とする。



道路啓開とは

6

• 緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを
開けることをいう。

• 大規模災害では、応急復旧を実施する前に救援ルートを確保する道路啓開が必要である。

発 災 道路啓開 応急復旧 本復旧 復 興

（被災状況） （道路啓開後）

出典：国土交通省HP



栃木県における道路啓開対応状況

7

• これまで、大規模災害時の道路啓開については、緊急車両等の通行ルートを迅速に確保するため、
「栃木県地域防災計画」等の既存計画に基づき、各道路管理者や関係機関と連携を図りながら道路
啓開作業を実施してきた。

「栃木県地域防災計画」

関係機関との連携による輸送体制の強化
（1） 発災後の道路の障害物除去、応急復旧等を速やかに実施するため、栃木県建設産業団体連合会との間に締結

している協定に基づき、事前に協力内容や実施体制について確認しておく等平常時から連携体制の強化を図る。
（2） 大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、（一社）栃木県自

動車整備振興会・全日本レッカー協会との間に締結している協定に基づき、定期的に協力内容や実施体制の確
認のための訓練を行うなど、平常時から連携体制の強化を図る。

（3） 「災害時における相互協力に関する基本協定」等に基づき、災害時におけるライフラインの復旧に係る応急措置
の実施、避難所等への通信手段確保や住民へのライフライン情報等の周知など、平常時から電気・通信・ガス事
業者との相互協力体制の強化を図る。

◆令和６年能登半島地震や道路法の改正を踏まえた修正
（1） 令和６年能登半島地震を踏まえて、被災者支援の充実や防災DXの加速などの対策を実施する。
（2） 道路啓開計画の定期的な見直しを行う。

「栃木県緊急輸送道路ネットワーク計画」
協力体制

• 道路管理者等は状況に応じて、警察、自衛隊等と連携し、緊急輸送道路の障害物の除去、応急復旧等を行い、緊
急輸送ルートを確保するものとする。



栃木県における道路啓開対応状況

8

「栃木県地域防災計画」

重要物流道路、緊急輸送道路等の重要路線の優先的な確保
（1） 交通状況の把握
• 現場の職員、関係機関等からの情報に加え、CCTV等のあらゆる手段を講じて、重要路線を中心に被害状況や交

通状況を迅速、的確に把握する。
（2） 重要路線の確保
• 道路管理者は、重要路線の路上障害物の除去や簡易な応急復旧により、緊急通行車両の通行路線を確保する。
• 重要路線が使用不能な状態の場合は、他の道路管理者と連携して市町道、林道、農道等の代替路線を確保する。

「栃木県緊急輸送道路ネットワーク計画」
道路啓開の優先順位

• 道路啓開の優先順位は、原則として第１次、第２次、第３次緊急輸送道路の順とするが、被災・救援要請等の状況
により判断して対応するものとする。

• これまで、大規模災害時の道路啓開については、緊急車両等の通行ルートを迅速に確保するため、
「栃木県地域防災計画」等の既存計画に基づき、各道路管理者や関係機関と連携を図りながら道路
啓開作業を実施してきた。



道路啓開計画改定項目（予定）

9

• 道路啓開計画は、道路啓開計画ガイドラインの改定などを踏まえ、より実効性の高い計画とするため、
以下の項目について見直すことを予定する。

第１章 計画の概要
・計画改定の背景、目的

第３章 事前の備え
・道路啓開の体制
・情報収集・情報共有の体制
・人員・資機材等の体制
・啓開ルートの選定手順
・訓練の実施
・タイムラインの作成

第４章 発災後の対応
・啓開体制の確保
・啓開ルートの決定

道路法改正と新たな道路啓開の枠組み、道路啓開計画ガイ
ドラインの改定などの視点から見直しが必要

地震発生から72時間後までを見据えた優先啓開ルートやタ
イムラインの見直し、訓練計画の見直しなどが必要

管理区分を超えた道路啓開の実施に向けた調整や、啓開
ルートの橋梁耐震化などの地図上整理、事前の迂回ルート
設定等が必要



道路啓開計画改定の意義

10

• 今回の道路啓開計画の改定により、主に以下の点において、機能の強化および実効性の向上が
図られる。

１．判断基準の明確化による迅速で一貫した対応

優先啓開ルートや判断基準、24・48・72時間の対応を整理することで、
判断の迷いを減らし、迅速かつ一貫した道路啓開が可能となる。

２．関係機関・広域との円滑な連携

役割分担や連携手順を計画として整理し、国・広域ブロックとの整合
を図ることで、災害時の連携や支援受入を円滑にできる。

３．実効性向上と継続的な見直し

体制や資機材、訓練を含めた計画とし、検証・見直しを継続すること
で、実際に機能する道路啓開体制を確保できる。



２ 道路啓開計画ガイドラインと
見直しのポイント

資料３



１．対象となる災害の種類 （1）都道府県単位の対象災害

1

・「地域防災計画」や「防災業務計画」で想定されている地震を基本として設定する。

【現行計画の状況】
「栃木県地域防災計画」及び「栃木県地震被害想定調査」に基
づき、下記の5ケースを想定している

幅長さ地震規模想定地震名

18km30kmM7.5関谷断層を震源とする地震

20km60kmM8.0関東平野北西縁断層帯（主部）を
震源とする地震

32km23kmM7.3東京湾北部を震源とする地震

32km23kmM7.3茨城県南西部を震源とする地震

18km30kmM7.3県庁直下に震源を仮定した地震



２．道路啓開の目標（２号関係）

2

• 被災地へのアクセスルートの道路啓開について、発災から概ね72 時間以内を目標として、道路ネット
ワークの整備状況を踏まえ、以下を基本として優先順位をつけながら、道路啓開を実施する。
① 広域支援ルート ：発災から概ね24 時間以内 （くしの軸となるルート等）
② 被災地進出ルート ：発災から概ね48 時間以内 （くしの歯となるルート等）
③ 被災地内ルート ：発災から概ね72 時間以内

【見直しのポイント】
①②③のルート種別ごとに、啓開ルートを設定する



２．道路啓開の目標（２号関係）

3

【イメージ】

出典：千葉県「千葉県道路啓開計画」（令和6年12月）



３．優先的に道路啓開を実施する路線・区間（３号関係）

4

• ２の①②③で示した啓開優先順位を明確化した路線・区間のリスト及び地図を作成する。
• 実際の被害状況や孤立集落等に関する情報を踏まえ、関係者間で臨機応変に優先順位の調整を行

う。

【見直しのポイント】
①②③で設定した啓開ルートに応じて必要な進出拠点を整理し、
リスト及び地図を作成する
上記の優先順位を基本としつつ、実際の被害状況や孤立集落等
に関する情報を踏まえ、臨機応変に優先順位を調整する旨を計
画に明記する。



３．優先的に道路啓開を実施する路線・区間（３号関係）

5

【イメージ】

出典：千葉県「千葉県道路啓開計画」（令和6年12月）



４．道路啓開の方法（４号関係） （１）道路啓開作業の手順（タイムライン）

6

• 地震発生から72 時間までに必要となる道路管理者及び関係者が実施すべき事項について、役割分
担を明確にしてタイムラインを作成する。

• 津波や余震・後発地震に関わる警報等が発出された場合における啓開作業の実施の可否等の対応
についても明確にする。

【見直しのポイント】
地震発生から24時間、48時間、72時間後までを見据えたタイム
ラインに組み替える



４．道路啓開の方法（４号関係） （１）道路啓開作業の手順（タイムライン）

7

【イメージ】

出典：千葉県「千葉県道路啓開計画」（令和6年12月）



４．道路啓開の方法（４号関係） （２）管理区分を超えた道路啓開の実施

8

１）24条承認の特例

• 国等が本来道路管理者に代わって道路啓開を行う路線・
区間について、道路法第24 条の承認を経ずに啓開する
ことができる旨の記載をする。

• 本制度を適用する路線・区間について、地震規模・震度な
ど発動する条件について、本来管理者と調整のうえ、計
画において明確に示す。

• 上記路線・区間については、平時より、その管理状況に
関して本来管理者と必要な情報を共有するとともに、必要
に応じて対策を促すなど、円滑な道路啓開が可能となる
よう調整を行っておくことが必要である。

【見直しのポイント】
道路管理者間で24条承認の特例について、本制度を適用する路
線・区間について調整し、平時から情報共有を実施する

「道路啓開計画ガイドライン【地震・津波編】」
（令和7年7月）



４．道路啓開の方法（４号関係） （２）管理区分を超えた道路啓開の実施

9

２）啓開の権限代行への移行（第17条第7項、第8項、第48 条の19 第１項）

• 大量の「放置車両」や「倒壊電柱等の占用物」の移動・撤去が必要となる場合の権限代行への移行を
本来管理者と調整する。

• 都道府県が啓開する道路においては、道路法第17 条第８項に基づく権限代行への移行を本来管理
者と調整する。

【見直しのポイント】
道路法に基づく権限代行への移行について、道路管理者間で協
議・調整する



４．道路啓開の方法（４号関係） （２）管理区分を超えた道路啓開の実施

10

【イメージ】

出典：群馬県「群馬県道路啓開マニュアル」（令和7年3月）



４．道路啓開の方法（４号関係） （２）管理区分を超えた道路啓開の実施

11

３）費用負担

• 道路啓開計画の規定に基づいて行われた24 条承認の特例による道路啓開に要した費用の負担は、
道路法第49 条に基づき、本来道路管理者が負担する。

• 国が行った道路法第17条第7項又は第48条の19第1項に基づく権限代行による道路啓開に要した費
用の負担は、道路法第53条に基づき、まずは国が全額負担し、本来管理者は道路法第50条第5項、
第51 条第3項に基づいて、要した費用を国庫へ納付する。

【見直しのポイント】
道路啓開に要した費用の負担の考え方について、道路管理者間
で協議・調整する



４．道路啓開の方法（４号関係） （３）道路啓開を実施する建設業者の範囲について

12

• 各道路管理者において道路維持工事等を契約している道路維持業者や、建設業協会等と締結する
災害協定により、啓開路線・区間毎又はエリア毎に建設業者等の啓開作業の実施範囲を定めておく。

【見直しのポイント】
啓開路線・区間、エリア毎に建設業者等の啓開作業の実施範囲
を定める



４．道路啓開の方法（４号関係） （３）道路啓開を実施する建設業者の範囲について
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【イメージ】

出典：埼玉県「埼玉県道路啓開計画」（令和7年3月）



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （１）資機材(建設機械含む)の必要量の算出

14

• 道路啓開に必要となる資機材について資材（土砂、砕石、土嚢袋、ブルーシート等）の必要量を算出
する。

• 啓開完了目標時間を踏まえ啓開作業のパーティ数を設定し、機材（建設機械を含む）の必要量を算
出する。

【見直しのポイント】
被災想定に基づく資機材の必要量を算出する
啓開完了目標時間に基づく啓開作業パーティ数を設定する



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （１）資機材(建設機械含む)の必要量の算出
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【イメージ】

国土交通省関東地方整備局
「首都直下地震道路啓開計画（第４版）」（令和5年7月）



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （２）備蓄量及び不足量の確認

16

• 災害協定を締結した建設業者等が平時より保有している資機材の備蓄量を確認する。
• （１）資機材(建設機械含む)の必要量の算出にて算出された資機材の必要量を基に、不足量を確認す

る。

【見直しのポイント】
資機材の備蓄量を確認する
道路管理者＋協定企業の備蓄量を突合した不足量を確認する



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （３）不足量への対応(調達)
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• （２）備蓄量及び不足量の確認において、必要な資機材が不足する場合、レンタル・リース業者等との
災害協定の拡充や、必要に応じ他地域からの受援について設定する。

• 受援でも対応できない場合は、道路管理者による調達について計画する。

【見直しのポイント】
不足量への対応について、災害協定の拡充や、受援等の方針を
定める



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （４）備蓄量の確認と見直し

18

• 道路管理者は、災害協定を締結した建設業者等における資機材の備蓄状況について、年１回確認す
ることを基本とする。

• 備蓄した資機材の場所と量について地図上に整理する。

【見直しのポイント】
備蓄量の年1回確認を基本とする運用等を整理する
備蓄場所と量を地図上で整理する



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （４）備蓄量の確認と見直し
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【イメージ】

国土交通省関東地方整備局
「首都直下地震道路啓開計画（第４版）」（令和5年7月）

出典：群馬県「群馬県道路啓開マニュアル」（令和7年3月）



５．資機材の備蓄・調達（５号関係） （５）その他
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• 大量の瓦礫、放置車両等の発生、法面崩壊による大量の土砂の搬出可能な仮置き場の候補地を関
係者で共有し設定する。

• 民間給油施設のみならず公的機関を含めた確実な燃料調達体制を整備する。

【見直しのポイント】
仮置き場候補地を事前設定・共有する
燃料の確実な調達体制を整備する



６．実践的な訓練（６号関係）
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• 地方整備局等において以下の主な訓練メニューを適宜組み合わせて、年１回以上、ブロック単位での
訓練を実施する計画を作成する。

• 各都道府県における訓練についても、同様に実施する。
• 訓練には道路管理者の他、自衛隊、警察、消防、災害協定企業、ライフライン事業者、地方公共団体

の関係部局、技術系NPO 等の関係者の参加について調整する。
• 道路啓開計画に基づく訓練に要する費用については、道路管理者の負担を基本とする。

【見直しのポイント】
訓練の頻度・メニュー・参加対象者を検討する
訓練参加対象者・費用負担を調整する



６．実践的な訓練（６号関係）
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【イメージ】

出典：国土交通省道路局
「新たな道路啓開計画の枠組み～」（令和7年6月20日）



７．情報収集・伝達（７号関係）
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• 道路啓開作業の手順（タイムライン）を踏まえて、道路管理者と関係機関における情報収集・伝達に
関わる体制・系統図等を整理する。

• 孤立集落の情報については、地方公共団体、警察、消防、自衛隊等の関係機関からの情報収集に
関わる体制について整理する。

• 電気、ガス、上下水道などライフラインや、公共交通の被害情報の収集に関わる体制についても整理
する。

• ライフライン、公共交通については、道路法第28 条の２に基づく道路啓開計画協議会とは別途、発災
後の対応を調整するための会議体を事前に組織する。

【見直しのポイント】
栃木県以外（国等の関係機関）の体制、系統図を整理する
孤立集落を対象とした情報収集体制を整理する
ライフラインや公共交通を含めた情報収集の体制を整理する
発災後の対応調整のための会議体を事前組織する



７．情報収集・伝達（７号関係）
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【イメージ】

出典：千葉県「千葉県道路啓開計画」（令和6年12月）



８．その他（８号関係） （１）道路啓開計画協議会関係

• 協議会は、道路啓開計画に関係する道路管理者、高速道路会社、地方道路公社をはじめ、実働組織
（警察、消防、自衛隊）、建設関連団体（建設、測量調査、コンサルタント、建設機械レンタル等）、ライ
フライン関係事業者（電気、通信、水道、ガス等）等で構成する。

• 啓開路線・区間に農道・林道を含む場合は当該管理者、空路・海路を活用する場合は当該施設管理
者の参加を調整する。

• 地域の実情を踏まえ、各都道府県の福祉部局や技術系NPO 等についても、協議会への参加につい
て調整する。

• 協議会については、ワーキンググループを設置し、計画策定に必要な課題について、広く関係者の参
加を促し、検討を行う。

【見直しのポイント】
ワーキンググループを設置し、計画策定に必要な課題について
検討する

25



８．その他（８号関係） （２）定期的な計画見直し

26

• 道路啓開計画は、５年に１回の見直しを行う。
• 地域の被災想定の見直し、地域防災計画の改定、緊急輸送道路の整備進捗、今後の災害における

教訓等を踏まえ、必要な対応の充実を図る。

【見直しのポイント】
計画改定後、5年おきに見直しを図る
地域防災計画の改定や、今後実施する訓練で得られた課題、今
後の災害における教訓等を踏まえ、必要な対応の充実を図って
いく



８．その他（８号関係） （２）定期的な計画見直し
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【イメージ】

出典：山梨県「山梨県道路啓開計画」（令和6年12月）



８．その他（８号関係） （３）「道の駅」の活用
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• 道路啓開ルートと沿線の「道の駅」について、地図上に整理する。
• 各「道の駅」の防災機能の現状や、必要に応じて課題等についても整理する。
• 本来管理者に代わって啓開を行う路線・区間に接続等する「道の駅」については、必要に応じて、道

路本線と同様に24 条承認の特例の設定を行うことができる。

【見直しのポイント】
啓開ルートと沿線道の駅を地図上で整理する
防災機能の現状・課題を整理する
道路管理者間で24条承認の特例について、本制度を適用する路
線・区間について調整し、平時から情報共有を実施する



８．その他（８号関係） （４）道路啓開ルートのリスクの整理
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• 道路啓開ルートにおける橋梁の耐震化や盛土対策の実施状況や、無電柱化や沿道建築物の耐震化
の実施状況を地図上に整理する。

• 事前の迂回ルートの設定や、啓開訓練等への活用を検討する。

【見直しのポイント】
橋梁耐震、盛土対策、無電柱化、沿道建築物耐震化等の地図上
で整理する
事前の迂回ルートを設定する。



８．その他（８号関係） （４）道路啓開ルートのリスクの整理
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【イメージ】

国土交通省関東地方整備局
「首都直下地震道路啓開計画（第４版）」（令和5年7月）



８．その他（８号関係） （５）地域の道路ネットワークの課題等の整理
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• 道路啓開計画の検討を進める中で確認された、道路啓開を実施するために隘路となる箇所等、地域
の道路ネットワークの課題等について整理する。

【見直しのポイント】
道路ネットワークの課題（隘路・ボトルネック等）を整理する



８．その他（８号関係） （６）複合災害の扱い

32

１）他の自然災害との複合災害について

• 地震後の豪雨における、地盤の緩みによる土砂崩壊リスク、河川施設の地震被害による洪水リスク
など想定されうるシナリオや課題について整理し、あらかじめ関係者間で認識を共有する。

• これに対応した道路啓開を実施するための情報収集や体制の確保について、今後順次策定を行う火
山災害、雪害、風水害（洪水、土砂）に関わる道路啓開計画の検討と並行して、関係者間で検討を進
めることが必要である。

【見直しのポイント】
複合災害（地震＋豪雨等）を想定したシナリオ・課題整理と関
係者間で認識を共有する
上記に対応した道路啓開実施のための情報収集・体制確保を検
討する



３ 今後のスケジュール

資料４



今後のスケジュール

1

• 道路啓開計画の改定は、全3回の協議会を経て、令和９年２月中の改定を目標とする。
• 計画改定に向けた今後のスケジュール（案）は次のとおりとする。

○ 第１回協議会

○ 第２回協議会

○ 第３回協議会

令和８年７月１日

令和８年１１月予定
・道路啓開計画骨子案の審議

令和９年１月中旬
・道路啓開計画改定素案の審議

ワーキンググループ（WG）、関係機関協議
素案作成

意見照会、最終案作成
（協議会構成機関＋全２５市町＋県道路公社）

令和９年２月 道路啓開計画の策定・公表


